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自治体 DX調査特別委員会調査資料 

令 和 3 年 1 2 月 6 日 

政 策 経 営 部 Ｉ Ｔ 推 進 課 

 
 

自治体情報システムの標準化・共通化、 
自治体の行政手続のオンライン化の推進体制について 

 

 

１ 経緯 

令和２年１２月に総務省が策定した「自治体 DX推進計画」では、「自治体情報システムの標

準化・共通化」や「行政手続のオンライン化」などが重点取組事項として掲げられ、標準化法※1や

テジタル手続法※2及び行政手続推進法※3改正等の法整備も進められている。 

令和3年7月7日には、取組を推進するための手順書として「自治体情報システムの標準化・

共通化に係る手順書【第1.0版】」及び「自治体の行政手続のオンライン化に係る手順書【1.0

版】」も公開された。 
 
※1 正式名称：地方公共団体情報システムの標準化に関する法律 
※2 正式名称：情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡

素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改

正する法律 
※3 正式名称：情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 

 
 

２ 概要 

 自治体情報システムの標準化・共通化、自治体の行政手続のオンライン化の概要は下表のとお

り。 

 項目 自治体情報システムの標準化・共通化 自治体の行政手続のオンライン化 

1 業務内容 住民記録、地方税、福祉など、自治体の主要な

17業務を処理するシステムについて、デジタル

庁が策定する基本的な方針の下、関係府省に

おいて標準仕様書を作成した上で、各ベンダ

が標準仕様に準拠して開発したシステム（以下

「標準準拠システム」という）を全国規模のクラ

ウド基盤（いわゆる「ガバメントクラウド※4」）に

構築し、当該システムを各自治体が利用するこ

とをめざす。 

標準準拠システムへの移行の目標時期は令和

７年度。 

 

令和4年度末をめざして、原則、全自治体で、

特に国民の利便性向上に資する手続につい

て、マイナポータルからマイナンバーカードを用

いてオンライン手続を可能にするとともに、それ

以外の各種行政手続についても、「地方公共

団体におけるオンライン利用促進指針」（令和２

年３月４日改訂 内閣官房・内閣府・総務省）を

踏まえ、積極的にオンライン化を進める。 

２ 根拠法令 標準化法（令和3年法律第40号） 
 

（第8条第1項） 

地方公共団体情報システムは、標準化基準に

適合するものでなければならない。 

（第10条） 

地方公共団体は、国による全国的なクラウド活

テジタル手続法（令和元年法律第16号）による

改正後のテジタル行政推進法（平成14年法律

第151号） 
 

（第5条第4項） 

国の行政機関等以外の行政機関等は、情報通

信技術を利用して行われる手続等に係る当該
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用の環境整備の状況を踏まえつつ、当該環境

においてクラウド・コンピューティング・サービス

関連技術を活用して地方公共団体情報システ

ムを利用するよう努めるものとする。 

 

行政機関等の情報システムの整備その他の情

報通信技術を活用した行政の推進を図るため

に必要な施策を講ずるよう努めなければなら

ない。 

3 対象事務 標準化法で指定された17業務ごとに特定され

た事務（別紙1参照） 

自治体DX推進計画で「特に国民の利便性向

上に資する手続」とされた31手続のうち、区が

所管する26手続は必須。その他、上記26手続

以外で、マイナポータルと自治体の基幹システ

ムを接続し情報連携する手続（別紙2参照） 

 

4 補助金予算

規模及び補

助対象 

1,509億円【基金（令和7年度まで）】 

国費10/10 

・「ガバメントクラウド」への移行のために必要と

なる準備経費 

・システム移行経費 

250億円【基金（令和4年度まで）】 

国費1/2 

・マイナポータルと地方公共団体の基幹システ

ムのオンライン接続のための機器設定・連携

サーバ等の設置に要する経費 

※4 国が構築し、自治体等への提供を計画している、情報システムの共通的な基盤・機能を提供するクラウドサービス 

 

３ 区における推進体制 

上記取組を推進するため、ICT推進・活用本部情報化推進部会に「自治体情報システムの

標準化・共通化分科会」及び「自治体の行政手続のオンライン化分科会」をそれぞれ設置した

（分科会長：政策経営部IT推進課長、分科会構成員：別紙１及び別紙２に掲載した業務主管課

長、事務局：政策経営部IT推進課）。 

既に10月15日から26日まで、それぞれ第1回分科会を実施しており、今後、それぞれの目

標時期に向けて課題整理を進め、導入方法やスケジュール等の明確化を図っていく。 

 



「自治体情報システムの標準化・共通化」関係課一覧
【別紙１】

部 課 業務数 業務名称 区分

1 区民文化部 戸籍住民課 1 住民基本台帳
（別枠）
R3.8.31に第2.0版公開

R3.8.31（第2.0版）

課税課

納税課

3 健康生きがい部 介護保険課 1 介護保険
R3.8（第1.0版）

4 福祉部
障がいサービス課
障がい政策課

1 障害者福祉 R3.8.30（第1.0版）

5 教育委員会事務局 学務課 1 就学 R3.8.8（第1.0版）

6 国保年金課 2
①国民年金
②国民健康保険

未公開

7 後期高齢医療制度課 1 後期高齢者医療 未公開

8 健康推進課

9 生活衛生課

10 予防対策課

11 板橋健康福祉センター

12 福祉部 生活支援課 1 生活保護 未公開

13 子ども政策課 2
①児童扶養手当
②児童手当

未公開

14 保育サービス課

15 学務課

16 選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 1 選挙人名簿管理 未公開

№
業務所管

　*標準化法：地方公共団体情報システムの標準化に関する法律（令和３年５月19 日公布・同年9 月1 日施行）

第２グループ
（R4夏に仕様公開）

第１グループ
（R3夏に仕様公開）

4

①固定資産税（東京都所管）
②個人住民税
③法人住民税（東京都所管）
④軽自動車税

2 総務部

　子ども家庭部

　健康生きがい部

1 　健康管理

仕様書公開日
（R3.10.15現在）

R3.8.31（第1.0版）

1 　子ども・子育て支援

標準化法(*)で特定された標準化対象事務（17業務）

未公開

未公開

1



行政手続のオンライン化　関係課一覧
【別紙２】

部 課

1 介護保険課 11

①要介護・要支援認定の申請
②要介護・要支援更新認定の申請
③要介護・要支援状態区分変更認定の申請
④居宅(介護予防)サービス計画作成(変更)依頼の届出
⑤介護保険負担割合証の再交付申請
⑥被保険者証の再交付申請
⑦高額介護(予防)サービス費の支給申請
⑧介護保険負担限度額認定申請
⑨居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請
⑩居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請
⑪住所移転後の要介護・要支援認定申請

2 健康推進課 1 妊娠の届出

3 子ども政策課 9

①児童手当等の受給資格及び額についての認定請求
②児童手当等の額改定請求及び届出
③氏名変更／住所等の届出
④受給事由消滅の届出
⑤未支払の児童手当等請求
⑥児童手当等に係る寄附の申出
⑦児童手当に係る寄附変更等の申出
⑧児童手当等の現況届
⑨児童扶養手当の現況届の事前送信

4 保育サービス課 3
①(保育の）支給認定の申請
②保育施設等の利用申込
③保育施設等の現況届

教育委員会
事務局

教育総務課 2
①受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出
②受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出

板橋区は、給食費を公会計
化していないため、手続が
存在しない。

5 危機管理部 防災危機管理課 1 り災証明書の発行申請 システム所管課

6 区民文化部 戸籍住民課 1 り災証明書の発行申請 手続所管課

7 健康生きがい部 健康推進課 1 出生通知票の提出

*「区分」欄の「その他」とは、令和3年5月に庁内へ向けて実施した「デジタル基盤改革支援補助金（自治体オンライン手続推進事業）の対象手続調査」において、オンライン化可能との回答があり、  区の基幹系システムとデータ連携が可能な業務

その他(*)

業務所管

必須
26業務

子ども家庭部

№

健康生きがい部

手続数 手続名称 区分備考

1
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出典：自治体DX推進手順書に関する説明会 【別添1】資料2-2_自治体情報システムの標準化・共通化に係る手順書【第1.0版】概要 より抜粋 

（令和３年7月15日公開  総務省地域力創造グループ地域情報化企画室） 
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出典： 地方公共団体の基幹業務等システムの統一・標準化に関する関係府省会議（令和3年9月22日開催 デジタル庁） 

【資料4】地方公共団体の基幹業務システムの標準化のために検討すべき点 より抜粋 
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 出典：「自治体DX推進手順書 概要」より抜粋 （令和３年７月７日公開  総務省自治行政局地域情報化企画室） 
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自治体の行政手続のオンライン化の仕組み（イメージ） 

 

  

 

 

 

 

出典：【事務連絡】地方公共団体における行政手続のオンライン化について 【別添1】 行政手続オンライン化に係る留意事項 より抜粋 

         （令和３年4月28日公開  総務省自治行政局地域情報化企画室） 
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